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柏崎刈羽原子力発電所の透明性を確保する地域の会  

第 156 回定例会・会議録  

 

 

日    時  平成 28 年 6 月 1 日(水)  18：30～20：50 

場    所  柏崎原子力広報センター 2Ｆ研修室 

出 席  委 員  池野、石川、石坂、石田、桑原、三宮、須田（年）、髙桑、髙橋（武）、

高橋（新）、髙橋（優）、竹内、中川、中村（伸）、三井田 

                                以上 15 名 

欠 席  委 員  須田（聖）、武本、千原、内藤、中村（明） 

                                以上 5 名 

                             （敬称略、五十音順）  

 

その他出席者   原子力規制委員会原子力規制庁柏崎刈羽原子力規制事務所  

平田所長  藤波副所長  佐藤防災専門官 

資源エネルギー庁柏崎刈羽地域担当官事務所  日野所長 

        新潟県 原子力安全対策課 井内課長補佐 飯吉副参事 中村主査 

        柏崎市          小黒危機管理監 

防災・原子力課  関矢課長代理 砂塚主任 

        刈羽村 総務課      野口主事 

        東京電力（株） 横村所長 須永副所長  

                佐藤リスクコミュニケーター  

                渡部安全総括部長   

                武田土木・建築担当  長原防災安全部長  

山田地域共生総括 GM 中林地域共生総括 G 

米澤地域共生総括 G 

（本社）宗立地地域部長 

    大山原子炉安全技術 G 

佐藤リスクコミュニケーター  

          （新潟本部）橘田新潟本部副本部長  

 

 

        ライター 吉川 

        柏崎原子力広報センター 渡部業務執行理事 松原事務局長  

石黒主事 坂田主事 
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◎事務局 

それでは、本日の資料の確認をさせていただきます。まず原子力規制庁、そして

資源エネルギー庁から 1 種類ずつですが、前回定例会以降の動きに関する資料が届

いております。続きまして新潟県からは 2 種類資料が届いております。前回定例会

以降の動きとですね、原子力関係閣僚会議に関する資料ということの 2 種類ござい

ます。 

あと東京電力ホールディングスから 4 種類届いております。「前回以降の動き」と

いう資料と、A3 版の「廃炉・汚染水対策の概要」、そして「委員ご質問への回答」と

いうことと地震発生時の情報提供という 4 種類になります。  

あと、事務局からは順番が逆になりましたけど、次第と座席表、そして委員質問

意見等でございます。あと、委員さん限定になりますけれども、次回の定例会に提

出します、質問意見用紙ということになります。以上でございますが、今日の資料

で不足等ありましたら事務局のほうへお申し出ください。よろしくお願いします。 

それでは、これからの進行につきましては桑原会長のほうからよろしくお願いし

たいと思いますが、どうかよろしくお願いします。 

◎桑原議長 

  皆様こんばんは。それでは第 156 回の定例会を始めさせていただきたいと思いま

す。まず初めに、前回定例会以降の動きということで、東京電力さん、原子力規制

庁さん、資源エネルギー庁さん、新潟県、柏崎市、刈羽村さんの順にご説明をいた

だきますが、質問、ご意見はですね、各オブザーバーの皆様が終了次第お受けした

いと思いますので。それではまず初めに東京電力さんよろしくお願いします。 

◎須永副所長（東京電力）  

  発電所の須永でございます。よろしくお願いいたします。それでは、説明に入ら

せていただきます。中央に「第 156 回地域の会定例会資料」と記載され、右上に東

京電力ホールディング株式会社と書いてある A4 の資料をご覧ください。  

  まず、2 枚めくっていただきまして、5 ページと 6 ページをご覧ください。発電所

構内の高台に設置しておりました、空冷式ガスタービン発電機車につきましては、

更なる安全性、信頼性の観点から 3 台から 1 台を追加いたしまして、4 台を再配置す

ることとしております。その再配置の状況ですが、既設分 3 台のうちの 1 台につき

まして、1～4 号機側の海抜約２１ｍの高台へ、再配置が完了いたしました。この再

配置に併せまして、竜巻対策、火災防護対策など実施しておりまして、自然災害に

対する備えが強化されたものと考えております。  

7 ページをご覧ください。7 号機プラント周辺への再配置につきましては、基礎杭

の設置工事を順次進めているところでございます。  

次に、28 ページと 29 ページをご覧ください。先月の 30 日に原子力安全改革プラ

ンの進捗報告について公表をしております。  

7 ページの上ですが、福島原子力事故を決して忘れることなく、昨日よりも今日、

今日よりも明日の安全レベルを高め、比類なき安全を創造し続ける原子力事業者に

なる、との決意を実現するため、 2013 年 4 月から原子力安全改革プランを推進して

いるところです。福島第一 1～3 号機の炉心溶融の判断の問題につきましては、現在、
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第三者の委員会が原因調査など実施しているところで、結果がまとまり次第公表さ

せていただきたいと思います。なお、この原子力安全改革プランの具体的な状況に

つきましては、後ほど資料をご覧いただければと思います。  

この他、発電所郊外におけるけが人の発生、防災訓練の実施結果の報告書の提出

について、毎回添付しています適合審査の状況について、安全対策の取り組み状況

について、資料も添付していますのでお時間がある時にご覧いただければと思いま

す。 

また、髙桑委員からの質問につきましては、回答を文書にて添付しておりますの

で後ほどご覧いただければと思います。  

私からは以上でございますが、福島の状況につきまして本社 RC の佐藤から説明い

たします。 

◎佐藤リスクコミュニケーター（東京電力・本社）  

  それでは A3 横長の「廃炉汚染水対策の概要」という資料をご覧ください。  

1 枚めくっていただいて、裏のページでご説明します。  

  まず、最初に左下の「陸側遮水壁の状況」になります。1 号機から 4 号機までを取

り囲むように、約 1500 本の凍結管を地下 30ｍまで挿入しております。このうち海側

のすべての凍結管と陸側の一部の凍結管の中にマイナス 30 度に冷却した冷媒を 3 月

31 日から流しております。  

  この図は地中の深さ方向の温度分布を表した図になっておりまして、一番上が地

面になります。青や紫のところが 0℃以下になっている場所を表しております。これ

までに、冷却は進みまして徐々に 0℃以下の範囲が増えてきておりまして、現在では

90％以上の部分が 0℃以下になっている、という状況でございます。今後も引き続き

凍結を進めていく予定としております。  

  次に、右上の「3 号機原子炉建屋最上階遮へい体設置後の線量状況」をご覧くださ

い。今、3 号機原子炉建屋の最上階の線量を下げるために最上階の床に遮へい用の鉄

板を敷設しているところでございます。この図は、原子炉建屋最上階の床を上から

見た絵になっております。この最上階の放射線量を測定した結果を色で表しており

ます。 

  原子炉の真上の部分が赤くなっておりますが、この赤い部分が放射線の高いエリ

アを表しております。この原子炉真上の赤い部分が遮へい体を設置することによっ

て右側の絵のように、真ん中の部分が白や青といったような色に変わっております。

このように遮へい体を設置することによりまして、この部分の線量が 1/100 以下に

低減しているということを確認いたしました。今後も引き続き、原子炉建屋の最上

階に遮へい用の鉄板を敷いて線量を下げていくこと予定です。  

福島の説明は以上になります。  

◎桑原議長 

  はい、ありがとうございました。それでは引き続きまして規制庁さんお願いをい

たします。 

◎平田柏崎刈羽原子力規制事務所長（原子力規制庁）  

  こんばんは。規制庁の柏崎事務所、平田でございます。それでは規制庁の、「第 156
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回定例会資料」と書かれた表紙の資料をご覧になっていただいて、それの資料 1 と

右肩に四角で書かれておりますものを使って、前回定例会以降の規制庁の動きにつ

いて説明いたします。 

まず、規制委員会関係ですが、ご覧のとおり 3 回開かれております。特に 5 月 25

日の第 11 回定例会ですが、ここで大規模自然災害発生時等における初動対応体制の

強化について、ということで熊本の地震を受けて体制を見直そうか、ということで

規制委員会で審議が始まっております。  

それから 6 月 1 日は、規制委員会の職員の人材育成に関する取り組み状況につい

て、ということで委員会に報告しております。  

それからその下、6、7 号炉の審査状況ですが、これはご覧のとおり、5 月 13 日か

ら 26 日にかけて実施されております。  

それから、被規制者等との面談ですが、これは 2 回ありまして、 5 月 16 日は、東

京電力ホールディングス株式会社の設計管理の不備にかかる面談ということで、点

検計画の不備が過去に見受けられておりまして、それの対応措置状況について事業

者のほうからその後の状況について、本庁のほうで状況を確認しているものでござ

います。 

それから、法令通達により提出された文書は、5 月 16 日から 31 日まで、ご覧のと

おり提出されております。  

裏の 2/2 ページのほうですが、規制事務所関係ですが、今週の月曜日、5 月 30 日

から来週の金曜日 6 月 10 日までの予定で今年度の第 1 回の保安検査を実施中でござ

います。検査項目は下に書かれた 4 件でして、1 件目が保守管理に係る実施状況、そ

れから 2 件目が緊急作業従事者に係る実施状況。これは今年の 4 月から発電所の事

故が起こった時の緊急作業に従事する人間に対して教育ですとか、被ばく線量限度

に同意するようなことも全て必要になりますので、そういう状況が適切に行われて

いるか、という観点で検査を行う予定でございます。  

それから 3 番目が、放射性廃棄物管理の実施状況。これもいくつか不適合として

廃棄物を収納しているドラム缶の蓋に若干の膨れが見られるという事象がございま

して、それに対して適切な原因調査ですとか、対応をとっているかという観点で検

査を実施する予定です。  

それから 4 番目が、放射線管理エリアからの携行品持ち出しにおける不適合管理。

これも不適合なんですが、放射線管理エリアから本人が持ち込んだ文房具、それか

ら安全帯、あと手持ちの工具ですね、それについて簡単な携行品のモニターという

ので汚染の状況を確認して搬出できるようになっているんですが、それ以外のもの

を、そのモニターに入れて搬出しようとした事例が何件か見受けられまして、これ

は東京電力の管理員がその場でちゃんと阻止はしているんですけど、持ち込もうと

した企業側が例えばどういう教育を行っていたのか、ですね、それから再発防止を

どうしたらいいか、といったような観点で今回保安検査の対象として実施する予定

でございます。 

最後、放射線モニタリング情報で、これは前回までは別紙でお配りしてたんです

が、今年度モニタリングの頻度等の見直しによって改定情報のアップデートが若干
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変わりましたので、それに伴ってここに一つにまとめさせていただきました。前回

以降で、改定されたのは、福島第一原子力発電所近傍の海域モニタリングの結果と

各都道府県のモニタリングポスト近傍の地上 1ｍ高さの空間線量になっております。

これは内容については非常に細かくなっておりますので、下に書かれたホームペー

ジのアドレスで後ほどご確認いただければと思います。結果としては前回以降、有

意な動きはございませんでした。  

規制庁からは以上です。  

◎桑原議長 

  はい、ありがとうございました。それでは引き続きまして資源エネルギー庁さん

お願いします。 

◎日野柏崎刈羽地域担当官事務所長（資源エネルギー庁）  

  はい。資源エネルギー庁の日野です。  

お手元のタイトルが「前回定例会（平成 28 年 5 月 11 日）以降の主な動き」、資源

エネルギー庁の名前が書いてある資料をご覧ください。  

最初に「1．（1）」について、5 月 25 日、電力基本政策小委員会が開かれておりま

す。今回は、小売り全面自由化に関する進捗状況、卸電力取引の活性化等について

議論が行われております。  

続きまして（2）について、5 月 17 日に資源・燃料分科会が開催されております。

今回は、石油・天然ガス開発の方向性、流動性の高い LNG 市場等の実現、それから

石油中下流部門政策の方向性などについて議論がなされております。 

続きまして「2．その他」（１）について、 5 月 17 日に、エネルギー白書が策定さ

れております。本白書は、政府がエネルギーに関して講じた施策の概況について、

毎年まとめている報告書です。詳しい内容は資料に本白書が掲載されているホーム

ページのアドレスを記載しております。こちらホームページにアクセス頂き、ご覧

願います。 

次のページをご覧ください。5 月 24 日から 30 日に、我が国の高レベル放射性廃棄

物の最終処分に関する取り組みについて OECD/NEA によるピア・レビューが行われて

おります。本件に関しては今年の 7 月、8 月にかけて最終レビュー報告書が公表され

る予定になっております。  

以上が、資源エネルギー庁からのご報告になります。  

◎桑原議長 

はい、ありがとうございました。それでは引き続きまして新潟県さんお願いをい

たします。 

◎井内原子力安全対策課長補佐（新潟県） 

  新潟県でございます。よろしくお願いいたします。表題が「前回定例会以降の動

き」の 1 枚の資料でございます。右上に新潟県と入っております。  

まず本日 6 月 1 日に柏崎市、刈羽村さんとご一緒に柏崎刈羽原発の状況確認を実

施したところでございます。確認させていただいた主な内容といたしましては、 27

年度の運転保守状況の報告でしたり、あるいは大容量の放水設備などを現状の安全

対策の進捗の具合、あるいはケーブルの不適合等の現在の是正状況ということで確
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認をさせていただいております。  

この資料の、その他といたしまして、報道発表を 2 つほどご紹介させていただき

ます。一つ目は、前回定例会以降の動きの裏面でございます。こちらは東京電力か

ら福島原発事故関連の損害賠償額の一部支払いということで、725 万ほどでございま

す。内容は臨時職員の賃金等でございます。 

すいません、もう一件 5 月 31 日の報道発表でございますけれども、実は後ほど防

災対策の現状の取り組み状況ということで少しお時間を頂戴しようと思っておりま

して、ちょっと綴じ方がすいません。ホチキス綴じの「原子力関係閣僚会議を受け

た動き」のこちらのほうに綴じさせていただいております。申し訳ございません。  

これ一枚はぐっていただきますと、報道資料ということで、「原子力防災対策の検

討マップ」ということで配布してございます。これは少しお時間いただく中で、後

ほど説明させていただこうと考えております。  

新潟県、以上でございます。 

◎桑原議長  

  ありがとうございました。それでは柏崎市さんお願いをいたします。 

◎小黒危機管理監（柏崎市） 

柏崎市の小黒でございます。よろしくお願いします。  

今ほど新潟県さんのほうからお話がございました、年間状況確認、本日、刈羽村

さんと共にさせていただいたところであります。 

その他、先々月の話になりますが、 4 月 26、27 日に、新潟県内の市町村で構成し

てます、市町村研究会で原子力防災に関して福島第一の他、飯舘方面、相馬市に視

察に行っております。その視察の報告書が先月 23 日に長岡市のホームページで公開

をされておりますので報告させていただきます。  

◎桑原議長 

  はい、ありがとうございました。それでは最後に刈羽村さんお願いをいたします。 

◎野口主事（刈羽村） 

  はい。刈羽村の野口でございます。 

刈羽村も新潟県さん及び、柏崎市さんと共に本日 6 月 1 日に、年間状況確認に参

加させていただきました。また、柏崎市さん同様に市町村研究会のほうにも参加さ

せていただきました。以上でございます。 

◎桑原議長 

ありがとうございました。それではですね、前回定例会以降の動きということで、

東京電力さんから刈羽村さんまでご説明をいただきましたけれども、この中でご質

問、ご意見ございましたら挙手の上、お名前を言ってから発言をお願いをしたいと

思います。どなたかおられませんでしょうか。はい、髙橋さん。  

◎高橋（新）委員 

  高橋です。東京電力さんに確認をさせていただきたいんですが、ガスタービン車

が 3 台から 4 台になったというふうなことですが、私はいわゆる展望台といわれる

あそこへ何回か見学をさせていただきましたけれども、その都度思うんですが、あ

の展望台、中越沖地震の時、6、7 号機側からずっと地面にヒビが入って展望台の 6、
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7 号機側がかなり崩れた光景を今でも覚えているんですけれども、あの展望台の上に

はいろんな立派な機器があって、そしてそれを皆さん使うための訓練を一生懸命や

っておられますけれども、地面に簡単にコンクリートを打って置いてあるとか、並

べてあるとか、そういうことではないだろうと思うんですけれども、あそこは 100％

盛土なんで、原発がある敷地よりは弱いのではないのかな、というふうな素人なが

らにそう思うんですけれども、地盤改良ですとか、どの程度の地震にも耐えられる

よ、というふうにあそこは地面が造られているのかどうなのか、それからあの展望

台へ行く途中の道路ですね、あれも場合によっては大きな地震の時には寸断をされ

るということも考えられますが、あの道路もどのような対策がしてあるのか、ない

のか。それからもう一つ、池がありますよね。あれもそんなに簡単な造り方にはな

っていないとは思うんですが、大きな地震の時にぱかっと割れてそこに穴が開いた

とか、というふうなことがないだろうとは思うんですが、そうかということで安心

ができるような説明ができるのか、できないのかそのへん。展望台全体の地震対策  

 みたいなものはどのようにされているのか、お聞きをしておきたいと思います。  

◎桑原議長 

  それでは、東京電力さんお願いをいたします。  

◎横村所長（東京電力） 

  発電所長の横村でございます。  

  展望台の海側については確かに完全な盛土となっておりますので、そこに重要な

ものを置くと崩れてしまいます。  

重要なのが貯水池ですが、この貯水池は、実は盛土のように見えて盛土じゃない

ところ、元々の地面であったところに池を造っております。さらに今回、基準地震

動を見直しており、中越沖の時よりももっとすごい地震に襲われるといったことを

前提にしております。貯水池やいわゆる過酷事故対策品、ガスタービン発電機車を

置く場所、そういったものはすべて、例えば、池が横にずれてしまわないか、とい

うことを考えて基礎の強化、それからガスタービンを置くところは、送電線が倒れ

てきても当たらないとか、あるいは崩れそうなところは全て土止めの地盤改良をや

るとか、そういった対策を行っております。大きな地震など万一の時に使えなくな

るといったことがないように、いろいろな形で対策をとっているという状況です。  

◎高橋（新）委員  

ありがとうございました。道路はどうなっていますか。  

◎横村所長（東京電力）  

  道路については、近くに山がある場所は崩れるという前提になっております。中

央交差点から 5、6、7 号機側に行く道に何らかの亀裂が入ってしまい、そこが通れな

いという話になってしまうとアクセスが非常に困難になってしまう。それでは新しく

道をもう 1 本、東芝さんの事務所の裏側を抜けて、5、6、7 号側に行けるように、また、

5、6、7 号機に限らず必ずどのプラントを見ても 2 方向アクセスが可能となるべく工夫

をしております。  

◎桑原議長 

よろしいでしょうか。他に、はい、髙桑さん。 
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◎髙桑委員 

  髙桑です。AFI の質問の回答ありがとうございました。さっと読んだところでお聞

きしたいことがありますのでお願いします。  

 元々この設備は運転員が現場で手動操作することができない時のことを考えてい

るのではないかと思っておりますので、ご回答の中の下から 3 段目くらいのところ

に、「運転員が現場で手動操作することができるシステムとなっています」という、

そこのところを超えた場合のことを考慮した設備なのかなと思っていましたので、

ここは私がお聞きすることとはちょっと観点がずれてるかな、お答えの中ではずれ

たのかな、と思っております。それは感想です。  

 あと、ちょっとお聞きしたいのは下から 2 段落目でしょうか、原子炉建屋から離

れた場所で、減圧もできるし、注水もできるし、さらに除熱も達成できるシステム

を備えた、「特定重大事故等対処施設を併設することになっています」というところ

ですが、離れた場所というのはどれくらい離れているのか、私が質問したその設備

は耐火壁で覆われているということがすごくテロやなんかの場合では重要な事だろ

うと思って私は考えているのですが、この施設は耐火壁、耐火に対してはどのくら

いのことを考えていらっしゃるのか、それから「建設することにしています」とい

うことですが、いつ頃。もう造り始めていらっしゃるのか、それならばいつ頃でき

あがる予定なのか、そのへんのところを詳しくお聞きしたいと思います。よろしく

お願いします。 

◎桑原議長 

  それでは、東京電力さんお願いします。  

◎大山原子炉安全技術 G（東京電力・本社）  

  本社の原子炉安全グループ、大山です。よろしくお願いいたします。  

  ご質問の件、一つ目の感想にお答えします。我々の HPAC、RCIC、MAWC どれにして

も中央操作室で運転員が操作をして、遠隔で操作ができることをまず前提にしてい

ます。この RCIC と HPAC に関しては、中操で操作ができなくても現場に行ってその

蒸気のラインを開ければタービンが回り、我々はブラックスタートと言っています

が、そのようなところまで対応できているという主旨で書かさせていただきました。 

  それから、特重設についてご質問いただきましたが、特重設の距離は設計の最中

であり、テロ対策ということもありまして詳細なお答はできないですが、規制庁か

ら 100ｍ以上離す事という例が書いてあり、要求されております。  

  それと、耐火については、発電所の設計基準の対応として 3 時間耐火、区分を分

けてどちらかが火災になってもどちらかは残るという対策をしており、同じように

特重設の設備に対しても今実際にやっているところです。  

  いつできるかについては、プラントの審査が終わった後、プラントとトータルで

対応や手順、体制を見る必要があり、プラントの設置許可が終り工事計画認可の許

可が出てから 5 年以内に造りなさいと要求されているので、その要求に応えられる

ように頑張っているところです。  

 以上です。 

◎桑原議長 
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  ありがとうございました。髙桑さん、よろしいでしょうか。はい。他の方、ご質

問、ご意見ございませんでしょうか。もし、なければですね。いいですか、はいど

うぞ。 

◎髙桑委員 

  5 年以内に造れるよう頑張っている、ということですが、実際に設置許可が出て、

再稼働することになった時には、再稼働と同時にはまだできていない状況があり得

るということでしょうか。  

◎大山原子炉安全技術 G（東京電力・本社）  

  はい、あり得ます。  

◎髙桑委員 

  どれくらいの期間あり得るのでしょうか。  

◎横村所長（東京電力）  

  テロ対策については、この特定重大事故等対処施設があるとさらに強力になりま

す。ただ、このテロ対策の備えがなくて、運転再開してもいいのかというのはまた

別の話で、特定重大事故等対処施設がなくても格納容器の冷却はできます。例えば

フィルタベントに飛行機が突っ込んでも反対側にある設備で冷却ができるなど対処

をしています。そういったものを踏まえた上で、さらにもっと遠くから原子炉を制

御できないかということでこの特定重大事故等対処施設を設け、二重三重のテロ対

策を図るというものです。そういったことで、設置許可をいただき、工事計画認可

をいただいてから 5 年以内ということになりますので、工事計画認可をいただいて

からどれくらいで発電所が次のステップに進むか、そこはまだわかりませんので今

の時点では見通せていないという状況となります。  

◎桑原議長 

  髙桑さんよろしいでしょうか。はい。それでは他の方、ご質問、ご意見ございま

せんでしょうか。それではですね、なければ前回定例会以降の動きということはこ

れで一旦閉じさせていただきまして、また時間があればご質問、または足りなかっ

た部分については、後のフリートークの中でお受けしたいと思います。それでは、

時間ちょっと早く進んでおりますが引き続きまして（ 2）に入りたいと思います。  

  東日本大震災から 5 年しか経過していないうちにですね、また熊本のですね、大

震災が発生したということで、これがですね、柏崎刈羽原発に住んでいる住民の皆

様がですね、じゃあ同じような熊本と同じような地震が来た時に、柏崎刈羽はどう

いうふうな対策で、大丈夫なのか、というお声もありますので、再度ですね、今、

柏崎刈羽原発がですね、どういう耐震設備で、また熊本の地震を受けてですね、ま

た何か対策とかそういうものが必要な部分があるのか、ないのか、それも含めまし

て東京電力さん。最初にですね、それぞれの立場で、ですね、そのへんのところを

ちょっとご説明をお願いしたいと思います。  

  まず、規制庁さん、東京電力さん、新潟県さん、柏崎市、刈羽村さんの順に説明

をお受けしたいと思いますが、資源エネルギー庁さんからは、皆さんの質問に応じ

た中でもしご説明ができることがあれば、ってことでお願いをしたいと思います。  

  それでは初めに、規制庁さん、お願いをいたします。  
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◎平田柏崎刈羽原子力規制事務所長（原子力規制庁）  

  それでは、再び規制庁の平田でございます。先ほどの規制庁の資料を綴じた中の、

右肩、「資料 2」と書かれたほうで、タイトルは「熊本地震における川内原子力発電

所への規制委員会の対応について」ということで、発電所の立地場所ではないんで

すが、比較的近いところで大きな地震が起きた時、これがまさに熊本地震ですけど、

どういう対応をしたか、ということを簡単にまとめてあります。  

資料の内容としてはですね。まずはその前に、従来から規制庁としてのこういう

大きな地震等が発生した時にどういう対応をすることになっているか、ということ

の説明をまず１．で、したうえで、２．で熊本地震を受けてその対応がどういうふ

うになったか。最後に３．として、若干気になると思いますので、これが今後どう

なるのかということについて簡単にまとめてありますので、その順番で説明させて

いただきます。 

まず、従来からの地震発生時等の対応方針ですが、これは原子力規制委員会の防

災業務計画というのがございまして、そこで大規模自然災害発生時等の対応につい

ては規定されております。これは 2 つございまして、まず立地市町村で震度 5 弱以

上の地震が発生した場合、ですからここの地域で言えば、柏崎市、もしくは刈羽村

で震度 5 弱以上の地震が発生した時には、情報収集事態というかたちになります。  

それからその下に「警戒事態」とありますが、これは立地道府県、新潟県ですね、

で震度 6 弱以上の地震が発生した場合、それから大津波警報が発令された場合、も

う一つは、規制委員会の委員長または委員長代行が必要と判断した場合は警戒事態、

というかたちで対応することが決まっております。  

その下の（3）の国の対応というところが何をするんだ、ということが書いてある

んですけど、情報収集事態、警戒事態、共にですね、とにかくそういう事態になっ

たと認識されれば、まず規制庁の本庁に内閣府、それから規制庁の担当者が集まっ

て緊急時対応センターを開設いたします。それから当然現地のほうですね、こちら

では柏崎刈羽のオフサイトセンターに、「事故現地警戒本部」というのを設置します。

これが設置された段階で、原子力施設や設備に関する緊急情報を政府関係者、それ

から報道関係者に情報発信をまずいたします。それと共に規制庁のホームページ、

それから、ホームページから登録いただいた方の携帯電話のアドレスにメールでお

知らせをいたします。これはあくまで情報収集事態と警戒事態というかたちになっ

た場合ですが、それ以下ですね、いわゆる震度 5 弱以下、震度 4 とかの地震とかの

地震っていうのはたまにございますけども、そういう場合どうするかといいますと、

（4）のその他ですけども、「上記以外であっても立地地域で有感地震があった場合」、

これはそれぞれ自主的な対応になるんですが、私共現地の検査官は事業者さんと連

絡を取り合って発電所に異常がないということを確認することをしております。逆

に事業者さんからも、「地震があったけど発電所の地震計で最大震度このくらいでし

た、異常ありません」というような連絡をいただいております。これが従来からの

対応になっております。  

熊本地震を受けての対応というのは、その下の 2．に書かれておりますが、これは

熊本県で最大震度 7 の地震が起こった、ということは皆さんもご存じだと思います
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が、これを受けて隣の鹿児島県ですが、「川内原子力発電所への影響と見解について」

ということで、地震そのものは 4 月 14 日に起こっておりますが、18 日の規制委員会

でそのあたり問題ないかどうか、という評価を審議をしております。この内容につ

いては 4 月 28 日に規制庁のホームページ上で公表をしております。  

以下、ちょっと簡単に説明していきますと、 1 枚目の 1 番下のポツですが、「今回

の地震で川内原子力発電所で観測された最大の揺れ、これは地震で発電所が揺れま

すとある設定値になりますと地震計が感知して原子炉を自動停止させるという安全

装置がございますけども、それが川内の場合には、 80 ガルから 260 ガル程度に設定

されております。それに対して実際に今回の地震で検知されたのは、最大でも十数

ガル程度ということで、原子炉を自動停止させる設定に比べてまず極めて小さいも

のであったということです。  

それから川内の新規制基準の適合性の審査で、今回ですね熊本で地震を起こさせ

た布田川断層と日奈久断層、これも当然審査の中では考慮されておりまして、二つ

が連動して一度に動くということを想定したマグニチュード 8.1 という地震を評価

しております。この場合でも実際に発電所に与える地震の影響っていうのは 100 ガ

ル程度というのが評価結果ですが、実際に今回の地震で最大のものは評価したマグ

ニチュード 8.1 に対して、実際はマグニチュード 7.3 程度だったということでさら

に評価よりは低い状態だったと、いうことが確認されております。  

それから審査上の最大のポイントですけれども、実際に川内の原子力発電所の敷

地内には活断層の存在は認められなかった、ということで実際に原子力発電所の下

で活断層が動くということは評価上はなかったということになっております。  

一番下のポツが、「このように地震によって発電所の安全性が損なわれないよう、

審査において確認していますけども、引き続き熊本地震の状況については監視して

情報発信に努める」ということが 4 月 28 日の規制庁のホームページでの規制委員会

見解として出されております。  

（2）なんですが、規制委員会の見解として「川内原子力発電所の安全性に問題は

ない」と評価しております。但し一方で、隣の熊本県ですね、そこで最大震度 7 を

記録したということで、報道されてその直後からですね、非常に発電所に対する不

安の声はいっぱい挙がっていた、ということでより丁寧な情報発信が必要と判断し

たことから、毎日 2 回、10 時と 20 時ですね、周辺原子力発電所、これは川内、玄海、

伊方、島根、の 4 つの発電所ですが、そこで異常があるか、ないか。まあずっと異

常はなし、なんですけども、これを緊急時情報としてホームページ、それから冒頭

申し上げました、登録された携帯電話に情報発信をしております。これは 4 月 19 日

以降、現在もまだ発信を続けております。  

もう一つは定時以外に震度 4 以上の余震があった場合については、その余震があ

ってできるだけ早く、発電所の状況を同様に情報発信するという運用を続けており

ます。 

3．の今後についてですが、これは先ほどの前回以降の動きでですね、若干触れま

したとおり、5 月 25 日開催の規制委員会で「大規模自然災害発生時等における初動

対応体制の強化について」ということで対応要員の拡充ですとか、広報対応につい
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て、今後より良くしていくためにはどうするか、ということで審議が始まっており

ます。 

それから、当然の疑問として出てくるのは、熊本地震現在の対応はいつまでやる

の、ということに対しては、地震の収束状況による、ということで今のところは未

定と書いてありますけども現在の定時での情報発信は当面の間まだ続けるというこ

とになっております。  

それから、他の地域で大きな地震が発生した時の対応は今回と同じですか、どう

するのですか、ということは当然疑問としてはあると思います。これも先ほどの 5

月 25 日の規制委員会で広報体制等についてしっかり検討しろ、という委員からのコ

メントが出ておりますので、それを受けて、今後の話ですけれども検討が行われる

ものと考えております。規制庁からは熊本地震を受けての対応の説明は以上です。  

◎桑原議長 

  はい、ありがとうございました。それでは引き続きまして東京電力さんお願いを

いたします。 

◎佐藤リスクコミュニケータ－（東京電力・発電所） 

  発電所の佐藤と申します。よろしくお願いいたします。  

  東京電力の資料で「地震発生時の情報提供について」という紙、 A4 縦の紙をご覧

ください。 

  発電所の地震発生時の周辺自治体、国、報道各位等への情報連絡の状況について、

資料をまとめさせていただいております。まず一番上に地震発生という記載がござ

います。地震発生と共に中央操作室等でプラント状況等の確認を行います。  

  下の方にいきますと、ひし形が書いてございます。発電所の周辺地域、注釈で書

いてございますが、柏崎市、刈羽村、出雲崎町、そこで震度 3 以上観測された場合、

安全協定等に基づきまして、矢印 YES、ということで下の方にまいりますと、通報連

絡ということが書いてあり、通報連絡させていただきます。通報連絡箇所としては

ここに書いてある通りですが、本社経由で規制庁、保安検査官にも同じ内容を連絡、

情報提供をさせていただきます。  

  震度 3 未満の場合は対応ナシということになりますが、震度 3 以上であると通報

対象ということになります。  

  そして、YES と書いた先を右側の方にいきますと、地震の揺れに応じた設備の点検

を実施という記載がございます。地震の揺れの大きさによりまして、例えば中央操

作室の警報の状況を確認する、現場を確認する、パトロール要員を招集しパトロー

ルを実施する、といった対応を観測された揺れの大きさに応じて実施します。  

  ひし形の次の通報連絡のところに第一報とございますが、発電所周辺地域で震度 4

以上を観測した場合、こちらにつきましては、プレス発表ということで、先ほど通

報連絡した内容について報道各位にプレス発表させていただきます。  

  ただし、カッコ書きしてありますとおり、震度 3 の場合はホームページのテロッ

プによりまして、「いつ、どこどこで地震が発生していますが、発電所においては地

震の影響はございません」といった発電所の状況をテロップで表示をさせていただ

くことにしています。  
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また、報道各位にプレス発表した内容につきましては、アスタリスクのところに

書いてありますが、周辺市町村との安全協定、長野県他との情報連絡覚書きに基づ

き通報連絡をさせていただくことになります。  

通報連絡として第二報をその後に実施します。第一報と第二報の違いにつきまし

ては左下のほうに少し記載をしていますが、第一報では、まず地震発生時のプラン

トの運転状況、外部の放射能の影響等について、まず分かった範囲で速やかにお知

らせする、というものになります。第二報になりますと、例えば屋外での影響とい

うことで排気筒の放射線モニターの値がどのような数値で動いたか等を記載をした

後、発電所の地震計でどのくらいの揺れを観測したか記載をして、続報（第二報）

というかたちで連絡をさせていただきます。  

こちらにつきましてもプレス発表、ならびに周辺自治体等との覚書き等に基づき

まして通報連絡を実施させていただくことになります。  

第三報になりますと、先ほど揺れの大きさに従いましてパトロール等を実施する

ということで、先ほどお話させていただきましたが、その結果等も踏まえまして、「通

報連絡（第三報）」というかたちで通報させていただき、こちらにつきましても併せ

てプレス発表と覚書き等に基づく通報連絡をさせていただくことになります。  

当然、もっと大きな揺れが来て、発電所の設備に異常等が確認された、という時

には、そういった体制のもと、順次情報をお伝えしていく、ご説明をさせていただ

く、というかたちに移行してまいります。  

また、以前、平成 26 年 11 月に長野県の北部を震源といたします地震が発生した際に、

私共の発電所、先ほど揺れに応じた設備の点検を実施する、という説明をさせてい

ただきましたが、その目安となる原子炉建屋の基礎マット上の加速度の最大値が 6

号機で確認されています。震度階にいたしますと震度 2 程度、あまり大きな揺れで

はないですが、この長野県北部地震を震源とします震度 6 弱の地震発生時、柏崎市、

刈羽村でも震度 4 という比較的大きな揺れを観測していたということもございます。

当然、地域の皆様がご心配されているかもしれないということを考慮いたしまして、

運転員の中央操作室の警報等の確認に加えまして、設備を所管するグループの人間

を招集いたしまして、屋外を含めたパトロールを実施しております。パトロールの

結果異常はありませんでしたが、このように発電所では臨機応変に対応している、

ということでご紹介させていただきたいと思います。東京電力からの説明は以上に

なります。 

◎桑原議長 

  はい、ありがとうございました。それでは、新潟県さんお願いをいたします。  

◎井内課長補佐（新潟県）  

  新潟県でございます。「原子力関係閣僚会議を受けた動きについて」という、 2 枚

ホチキス止めの資料でございます。  

新潟県と自治体のほうはですね、熊本地震といいますか、最近の防災対策の動き

の説明を、ということでご案内頂戴しておりましたので、そのような資料のつくり

にさせていただいております。  

まず、「原子力関係閣僚会議を受けた動きについて」、でございますが、今年の 3
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月 11 日、内閣の官房長官ですとか、関係閣僚が集まった会議の中で、大きな決定が

なされております。前提としては、この囲みの中に、すみません小さい字で。 27 年

7 月の全国知事会の提言、と書いてあるんですけれども、昨年 7 月全国知事会のほう

で原子力の防災対策ですとか、あと、安全対策のことも含めて提言をさせていただ

いております。もしかすると皆さんのご記憶にあるかも知れないんですけれども、

27 年、昨年 8 月に泉田知事と原子力規制委員会の田中委員長が面談しておりますけ

れども、これも実は、新潟県知事と田中委員長の面談というよりも、泉田知事は全

国知事会の危機管理・防災特別委員会の委員長でございまして、委員長という立場

でこで、ここに書いてあります 7 月の提言ということを持参しまして、いろんなお

話をさせていただいた、ということでございます。  

その、昨年 8 月の際にも、泉田委員長のほうから法改正の問題など、田中委員長

にもお話をさせていただいたところですけれども、今回のこの 3 月 11 日の大きなポ

イントというのはですね、私の記憶では書き物でこれが書いてあるのは初めてでは

ないかな、と思ったんですけれども、この囲みのゴシックの下ほうに、明朝で「さ

らに」という文章があるんですけれども、ここは原子力関係閣僚会議の決定の中で、

「さらに法改正でなければ対応できない課題が明らかになった場合には、必要な法

改正について検討を行う」ということで、国の側から法改正についても、踏み込ん

だ、といいますか、検討を行う、という書きぶりではあるんですけれども、法改正

の検討も視野に入れてますよ、ということをたぶん初めて文書で明記をしてくださ

ったものだということで、私、受け止めております。  

この改正の内容としては、ここに 1 から 6 まで、書かさせていただいております

ですけれども、例えば国と自治体の間での複合災害の時のそれぞれの役割の明確化、

ですとか、あるいは安定ヨウ素剤の配布についての問題点、ですとか、このような

ことが決定の中に入っております。ただ、この決定が全て、ということでもなくて、

ですね、国側に言わせますと、この後、国が定めます、中央防災会議が定めます、

防災基本計画の改正、ですとか、あるいは原子力関係の災害対応のマニュアルです

とか、そういうものの改正を今後行う、ということが言われておりますけれども、

そういった国側の動きの中で、この資料の中で右側に少しこの小さめのカッコ、す

みません、四角がいくつか出てくるんですけど。例えば 4 月 25 日の「原子力災害対

策関係府省会議」の中で、特に個別な、難しいと言いますか、大きなテーマについ

ては、分科会で自治体の意見も聞きながら検討を進めていこうじゃないか、という

ことで、一から三の分科会ができたりですとか。あるいはこれは今度、全国知事会

の動きになるんですけれども、泉田委員長の「危機管理・防災特別委員会」が 4 月

の 15 日に開かれて、今度は全国知事会としてもきちんと都道府県間で意見をまとめ

て、国とすり合わせをしていこうじゃないか、という動き。それが例えば 5 月 13 日

のワーキングチームに繋がったりですね、3 月以降の国の少し前進した動きを受けて、

原子力防災、ちょっと加速がなされるんではないか、ということでございます。 

一方で県はどうなのか、ということで、この資料の裏面のほうで県の皆様にも何

度かご説明をさせていただいたかもしれないですけれども、ワーキングチームとい

うことで、検討状況を一覧表にさせていただいておりますけれども、例えば市町村
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さんの避難計画ということですと、先般燕市さんが避難計画を作成していただいて、

我々もできるところから、ということで燕市さんがつくられたことで、 30ｋｍ圏内

の 9 市町村さん全てで避難計画ができているという、今、状況ではあるんですけれ

ども、もちろんこれからより中身の具体化、充実化というのは我々の責務と考えて

おりますが、その中でも市町村さんの避難計画以外に、このワーキングチームです

と 9 班になりますでしょうか。学校の避難計画ということで、これ具体的に特に 5

ｋｍ周辺の学校の避難計画どうあるべきか、というところを柏崎市さんを交えて議

論をさせていただいたり、県庁としてもこの表の中では、一番下 10 班の外にすいま

せん、あります。10 班の下にその他とありますけれども、これは事業者等の避難計

画ということで、例えば民間事業者の福祉施設の避難計画をどうすべきか、という

こと。これは県の防災局だけで全部できる話ではございませんので、県の福祉保健

部にも声掛けをする中で、全庁的に市町村さんとも連携させていただきながら進め

ようじゃないかということで動きが少しずつ見えてきているところでございますし、

もちろん県庁ということだと、ここでは、その他で少し長いですけど、「不特定多数

の者が利用する、云々」とありますけれども、実際には県立の施設で不特定多数の

方がご利用される施設というのは多くあるものでございますので、併せて県庁の関

係部局のほうには、そういう県立施設でも当然そういった計画が必要なんですよ、

ひな形があるのでつくってください、ということでお示しをさせていただいて、進

んでいるところでございます。  

その次に付いております資料が一番新しい我々の動きといいますか、昨日プレス

リリースをさせていただいた「防災対策検討マップ」、先ほど少し報道資料というこ

とでお話をさせていただいたものでございます。  

これは万が一の緊急時においては、県庁はもちろんですけれども、市町村さんで

すとか、あるいは防災関係機関の皆さんと同じ共通のものを見て携帯などで話し合

いながら、防災対策、防護対策を練るのが一番ベストではないか、という観点から、

実際にちょっと、今日ものをお配りできなくて申し訳ないんですけれども、災害の

様態に応じて三種類のサイズをつくっております。たまたま、ここの裏側の画像の

一番上に、少し見にくいんですけれども、大きなものがあります。これが 25 万分の

1 の全県版のサイズのものでございますけれども、この中に病院ですとか福祉施設で

すとか、あるいは避難経由所ですとか、そういった情報を織り込んでお配りをして、

市町村さん、会議で説明をしたり、この画像は実際、県の災害対策本部の要員の研

修で使っている事例ですけれども、県の本部要員、県職員にもこういった研修の場

を利用して情報共有を図っているところでございます。  

新潟県、以上でございます。  

◎桑原議長 

  はい、ありがとうございました。それでは引き続きまして柏崎市さん、お願いを

いたします。 

◎関矢課長代理（柏崎市）  

  柏崎市防災原子力課の関矢です。ペーパーはございません。それでは柏崎市の原

子力防災対策の現状ですが、東日本の震災以降、皆様にはちょっとお配りしてあり
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ませんが、「柏崎市地域防災計画原子力災害対策編」、これが原子力防災での市の計

画であります。今現在までに、平成 24 年の 10 月、それと平成 26 年 7 月、2 回見直

しております。そして、この原子力災害対策編に基づきまして、原子力災害に備え

た柏崎市広域避難計画、これが 26 年の 7 月に、2 回目の地域防災計画を修正した際

に、初版を策定しました。その後、平成 27 年の 7 月に新潟県内、我々 5ｋｍから 30

ｋｍの UPZ の避難先について、新潟県さんのほうで避難先のマッチング調整がつい

て、公表されたのを受けまして、柏崎市内の UPZ はどこに避難するのか、というこ

とを受け入れ市町村さんと詳細を協議しまして、平成 27 年の 12 月に広域避難計画

を修正しております。これに基づきまして市民の皆様から取っていただく行動をそ

の時点でまとめたものを「柏崎市防災ガイドブック  原子力災害対策編」というこ

とで、3 月 20 日全戸配布をさせていただいております。この前段で 1 年前に「防災

ガイドブック 自然災害編」というものも全戸にお配りさせていただいておりまし

たので、同じトーンで一般防災、原子力災害編、というものを、つくって皆様にお

知らせをしております。  

そして、先ほど新潟県さんのワーキングチームの検討状況の中で、9 班で学校の避

難計画云々というお話があったんですけども、柏崎市では小中学校の防災計画、こ

れは平成 19 年の中越沖地震を契機に教育委員会のほうで、柏崎モデルということで

学校の総合防災計画、各学校のひな型となる計画を策定しておりました。その中に

は一般災害、原子力災害を盛り込んだものを平成 19 年度に既に策定しておりました。

ただ、福島の事故を受けて、国のほうの原子力災害対策指針が策定されて、実は 27

年 8 月 26 日までに 5 回改定されています。まあその都度追っかけていくのが大変な

作業であったわけなんですが、広域避難計画の 12 月に修正をかけて行き先が決まっ

たということで、学校の総合防災計画も教育委員会サイドと防災担当、我々のほう

で中味を一般災害も含めて改定をこの 2 月に行いました。これを受けて各小中学校

に総合防災計画を基に各学校の対応を 4 月中に策定してくださいと、いうことで、

小中学校のほうには、現状の原子力災害、自然災害に応じた取り組みが既に始まっ

ております。 

柏崎市の総合防災計画を新潟県のほうに提出をして、参考としていただきたいと

いうことで提出しております。今、柏崎のほうではちょっとまだ保育園の対応のほ

うが小中学校に比べて追いついていないのが現状ですので、保育園の対応をどうす

るか、と。明確にするということに取り組みを始めております。 

さらに、広域避難計画、先ほど PAZ・UPZ、9 市町村、燕市さんが先日つくったと

いうことでまだまだ課題が多いということで、国県を含めて検討すべき事項はたく

さんあるということなんですが、今、この 9 市町村でそれぞれがバラバラに考えて

いたのでは進まないということで、この 9 市町村が定期的に情報のやり取り、また

は会合を持ちまして、これはどういう課題があってこれはどうしないと解決しない

のか、という作業を行っております。そして、今、柏崎市の予定では、この年度内

に地域防災計画の原子力災害対策編、これを改定することを考えております。それ

に合わせて広域避難計画もどこまでまた具体が書き込めるか、というところで同時

に作業を行っております。  
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ちょっとちなみに、先ほど東京電力さんの地震発生時の情報提供ということで、

震度に応じて市はどういうことを行っているか、というものをちょっとご参考まで

にちょっとお時間をいただければと思います。  

柏崎刈羽、というか柏崎市で震度 3、柏崎市には市役所と旧西山、高柳、 3 地区に

震度計があります。気象庁で地震を観測した時に柏崎市（西山）とか、柏崎市（高

柳）と、柏崎市は柏崎市。これは中央町なんですけど、いずれかで震度 3、観測しま

すと、これは地域防災計画、震災編の中で我々防災原子力課は、職員は全て登庁だ

ということで、情報収集にあたるということになっております。そして、安全協定

の絡みもありますので刈羽村さんと出雲崎で、3 を観測すると、我々、原子力安全係

だけが登庁します。あの、東電からの通報連絡、このへんがちょっとよりどころが

別々なものですから対応が変わってくると。  

そして、震度 4 になりますと、柏崎市は、我々防災担当部署と各部署の指定職員、

これは警戒本部設置ということで、地域防災計画に基づいて動き出します。それで

安全協定は先ほど震度 4、柏崎、刈羽、出雲崎で 4 を観測すると通報連絡があります。

尚且つ、震度 4、その通報内容を防災行政無線で放送するということになっておりま

す。 

震度 5 弱、これになりますと地域防災計画の震災編に基づいて、市長以下全職員

が登庁。対策本部を設置していくということになります。  

先ほど規制庁さんのほうもありましたけれども、5 弱、5 弱だと情報収集体制とい

うことなんですけども原子力のほうは、もう柏崎市周辺、まあ発電所立地周辺で 5

弱を観測すれば警戒本部を設置、地震では場合によっては地震の災害対策本部が立

っているということでちょっと拠りどころが何本もあるので、なかなか混乱するよ

うな流れなんですけども、だいたい市の体制は、原子力災害の対応よりも数段前に

整えられているという状況になります。  

それともうひとつ。新潟県内で震度 6 弱以上ということで、原子力災害編に基づ

いて警戒本部を設置すると。例えば新潟の村上市さんのほうで震度 6 弱を観測して

も柏崎刈羽が例えば震度 4 だとか、2 だとか、であっても市のほうは警戒本部を設置

するということになってます。警戒本部ということは、市は防災担当部署、それと

市の幹部が招集されて情報収集にあたる、ということになってます。  

ちなみに先ほど、東京電力さんのほうからも震度の話がありましたが、東日本の

震災の時に、23 年の 3 月 11 日、午後 2 時 46 分、市役所震度 4、高柳震度 3、西山震

度 3。翌日の長野県北部、これ 12 日の午前 3 時 59 分ですけども、市役所は 4、高柳

が 5 弱、西山が 4。その体制で市はどうしたかといいますと、長野県北部を受けて、

3 時 59 分でしたので 1 時間以内に、市は、高柳で 5 弱を観測しておりましたので、

柏崎市の災害対策本部、地震ですね、これを立ち上げております。ただその後、柏

崎には影響があまりなかったということで、本部から今度 14 日には、東日本の震災

の対応の方が大きいということで、支援対策本部を立てて、対応にあたってきてい

た、ということであります。  

ちょっと地震の余談もありましたが以上であります。  

◎桑原議長 
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  ありがとうございました。それでは最後に刈羽村さん、お願いをいたします。  

◎野口主事（刈羽村）  

  はい。本日は、課長の太田のほうが刈羽村の区長連絡協議会の視察に伴い、佐賀

県の玄海原子力発電所に行っておりますので、代わりに説明させていただきます。  

  刈羽村の防災計画の進捗状況につきましては、平成 26 年 10 月に策定いたしまし

た「刈羽村地域防災計画・原子力災害対策編」から現在のところ変更はございませ

ん。 

刈羽村は村内全域が即時避難区域に指定されていることから、避難対応にあたっ

ては、国及び新潟県を始め、あらゆる機関から情報提供を受け、迅速、確実に住民

の避難等を行うものであります。  

また、これに伴い役場の機能も避難先に移転するため、職員のパソコンを順次ノ

ートパソコンに移行し避難の対応を行っております。  

また刈羽村では、平成 27 年 3 月にこちらの「刈羽村防災ガイドブック」を全世帯

に配布し、避難、災害対策においての基本行動を掲載し周知を行っております。  

刈羽村からは以上でございます。  

◎桑原議長 

  はい、ありがとうございました。今のですね、質問ご意見を受ける前にちょっと

休憩に入りたいと思います。今 45 分ですので、50 分を再開ということで 5 分間休憩

を入れさせていただきます。お願いします。 

 

             －  休憩  － 

 

◎桑原議長 

  それではですね、全員お揃いのようでございますので、それでは（2）の熊本地震

を受けて、ということで各オブザーバーの方からご説明をいただきましたけれども、

それにつきまして質問、ご意見をお受けしたいと思いますので、お名前を言ってか

ら発言をお願いをしたいと思います。それじゃあ、髙橋さん。  

◎髙橋（武）委員  

  はい。皆さん挙手あげてる中で私も上げさせてもらって一番に答えさせてもらっ

て恐縮しております。よろしくお願いします。遅刻した中で尚更すみません。  

  規制庁さんに質問させてください。資料の、先ほど説明受けた資料の下から 3 行

目になりますよね。  

  「4 月 18 日開催の原子力規制委員会では現状において川内原子力発電所を停止す

る必要がないとの見解を示していますが」という部分がちょっと引っかかってて質

問です。まずこの『停止する必要がない』と判断するのは事務局なのか、事務局っ

てごめんなさいね。規制事務所側なのか、それともこの規制委員会というものが示

すのか、っていうのがその、誰がこういうふうに判断するのが、なんでしょうか、

っていうのがまず 1 点目の質問とそれに絡みつけてですね、関連してですね。  

  その 1 点だけちょっと先に。質問したら、もう 1 点だけ聞きたいことがあります。  

◎桑原議長 
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  お願いをいたします。  

◎平田柏崎刈羽原子力規制事務所長（原子力規制庁）  

  じゃあまず、停止する必要はないことの判断はどういうふうにするかということ

ですが、まずあの、発電所で何か起こっているかどうかに寄りますので、一つは裏

に書いてあるとおりですね、地震計があってそもそもが停止するための、まあイン

ターロックって言ってるんですけども、自動で停止するための地震の揺れの基準っ

ていうのは決まっております。それ以下であれば、基本的には停止する必要はない、

ということなんですけど、ただその後は発電所の状況を総合的に見て、例えば規制

委員のほうで、委員会のほうで、停止の基準以下だけど止めたほうがいいんじゃな

いの、と、それはですね、状況によって変わりますので何とも言えないんですが、

その判断っていうのはおそらく規制委員会での審議になります。ただ、一義的には

その地震計の感知した震度によって自動的に止まる、止まらないの敷居がまずある

と思っております。  

◎髙橋（武）委員 

  わかりました。そうであればですね、4 月 14 日の夜の地震、16 日の朝の地震を受

けて、18 日開催となっておりますよね。やはりこの感覚が住民っていうか国民の不

安とか書いてありますけど、ちょっと遅いんじゃないかなと思うのが 1 点です。1 点

というか意見です。そうであれば尚更じゃあ数値とか含めてですね、そこのガルが

多分すぐわかってるはずですので、即やはり規制事務所なのかどうかあれなんです

けど、記者会見するなりしてですね、やはりプレス発表っていう、例えばホームペ

ージ発表っていうのは誰も見ません、と私は思うので、できたらそいういう記者、

そういうふうな優しい情報提供をまずタイムリーにすることが望ましいのかなと思

うと同時に、一日 2 回の情報なんて私必要、もう起きた時に何が起こるかが必要だ

と思うので、ちょっとこのへん意見ということで、なるべく早いっていうかな、判

断基準を含めてですね、やはりわかりやすい説明がある方がいいんではないかな、

と思います。はい。  

◎平田柏崎刈羽原子力規制事務所長（原子力規制庁）  

  あの。今の件に関して、ちょっとこちらの考えもお伝えしておきます。まずです

ね、今、髙橋委員がおっしゃられたことは、まさに今後広報体制どうするか、とい

うことで、これから議論させていただくことになるとは思っております。  

ただですね、地震が起きた当日も含めて現地の検査官、規制庁の事故対処室には

近くで大きな地震が起こって発電所の状況はどうだ、という連絡はきております。

それに対して先ほど申し上げたようなホームページとか報道のほうには、規制庁か

ら連絡もしております。ですから地震が起きた時に皆さんテレビを見ていてたぶん

上の方にテロップが流れるのを見たかと思うんですが、その中では各地の震度と共

にしばらくしてから「原子力発電所には異状がありませんでした」というのも出て

たと思うんです。ですから情報発信をまったくしてなかったわけではなくて、一応

あの報道関係にはしていたんですけど、それをより細かくするためにどうするか、

っていうことはこれからちょっと議論させて決めていきたいというのが現状の状態

です。 



 20 

◎桑原議長 

  ありがとうございました。よろしいでしょうか。それでは他の方。はい、じゃあ

石坂さん、どうぞ。 

◎石坂委員 

  はい、石坂です。まず一つ。すいません、今日の資料の中に他にこれの補助説明

みたいなのがあって、それを見逃していればあれなんですけども、新潟県さんにお

聞きします。 

  この広域避難検討ワーキングチームの検討状況という A4 の 10 班行っているもの

のご説明をいただきましたけども、その位置付けというか、ここでどういうことを

やっているかということが書いてありますけども、そのへんの、まわりの背景じゃ

ないですけども、どういったメンバーがいるか、とかそのへんをもうちょっと教え

ていただきたい、というのがひとつ。それに加えて、ここに柏崎市さんはですね、

柏崎市はどういうふうに関わっているのか、ということの 2 点ですね。お答えは両

方からお答えいただければありがたいかな、と。必要なければ新潟県さんからだけ

でも結構ですが、お願いします。  

◎桑原議長 

  それでは新潟県さん、お願いをいたします。 

◎井内原子力安全対策課長補佐（新潟県）  

  新潟県でございます。そもそもは、この広域ワーキングというのは、平成 24 年 11

月 28 日にできておりまして。平成 24 年、何があった年かといいますと県の関係で

いいますと 24 年 8 月に東日本大震災以降、初めて防災計画、原子力の地域防災計画

を見直した年でございまして、その後 10 月には規制委員会さんのほうで、原子力災

害対策指針が定められた年、でございます。ただ、 23 年から 1 年少しが経過したく

らいの段階で、やはり原子力災害という観点からしても、正直、課題が山積みにな

っているような状況でございまして、これは少し課題を分けて小さなワーキング単

位で議論をしていかなきゃだめじゃないか、ということでまずは県主導で課題を絞

り出して、ただもちろん全部、防災局原子力安全対策課でやれる課題ということで

もないんですけれども、県庁の例えば安定ヨウ素剤であれば担当課がリーダーにな

るんですけれども、課題を 10 に分けた中でワーキングのチームを編成して。実は市

町村さんはその中に、10の中に 30の市町村さんすべてを小分けにしてといいますか、

振り分けをさせていただいて参加をしてもらってるところですし。じゃあ県と市町

村だけでいいかというとそういうことでもなくて、例えば 3 班ですとこれはもう間

違いなく国土交通省さんの関係ですとか、あるいは交通事業者の方が関わってくる

チームになりますので、こちらのほうには実際にはそのワーキングチームの中に、

国土交通省さんですとか交通事業者の方に参加いただいて議論を重ねているという

ところでございます。ただ、特に大きな事柄、このワーキングチームでいいますと 2

班のこの問題なんかは 30ｋｍ圏内の 9 市町村の方たちが、万々が一の時にどこにご

避難いただくか、というそんな大きな問題ですのでこれは個別の、2 つ 3 つの市町村

さんと県で議論を進めるようなレベルではないですんで、必要に応じて。実は 1～10

まである班の決められているメンバーからさらにお声掛けの範囲を広げて、例えば
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この 2 班の最終打ち合わせの時には 30ｋｍ圏内の 9 の市町村さん集まってください、

とか随時拡大をしたりしながら行ってきているというところでございます。  

すいません、このペーパーしかお手元になくて申し訳ありませんでした。県は以

上でございます。  

◎石坂委員 

  すいません。柏崎市さんの先ほどの関矢さんの説明の中にはこの件に関しての発

言というか、は全くなかったようで、そのへんどういうふうに関わっていらっしゃ

るのかお聞かせいただければと思います。  

◎桑原議長 

  それでは柏崎市さん、お願いをいたします。  

◎関矢防災・原子力課長代理（柏崎市）  

  柏崎市、関矢です。新潟県さんの「広域避難検討ワーキングチーム」につきまし

ては、柏崎市として参画して、名前を連ねているのが 3 班と 6 班だったと思います。

今ほど、井内補佐からもありましたけれども、原子力防災対策を検討、各班検討し

ていく中で結果的に我々柏崎と刈羽村さんは立地なので、検討していく中で各班か

ら呼ばれているような状況です。先ほどもありましたように 9 班で要配慮者の避難

体制ということで本来我々はメンバーにはないんですけども、学校の避難計画どう

なってますか、というところで呼ばれてですね、「柏崎の小中学校の計画はこうです

よ」、というようなものを提示して、それらを参考にしてもらうということで、班分

けはされてますけども、うちと刈羽村さんは場合によっては、ほぼどこにも出てい

かなきゃいけないという、ちょっとやっかいな班編成になっておりまして、だいた

い、「スクリーニング」ですとか「緊急時モニタリング」、このへんにつきましては

新潟県さんの役割が大きいものですから、そういう部分を除きますと「安定ヨウ素

剤」はここにも書いてあるんですけど、②番ということで本来ワーキングだったも

のが安定ヨウ素剤全員配布に関する検討会という別の検討会が設置されて、UPZ 市町

村も関わってきて別会議にちょっとスライドしてるようなものもあるので、だいた

い柏崎市、刈羽村は全部に関わっている、という状況です。  

◎石坂委員 

  はい、ありがとうございました。関矢さんから今、なんか面倒な、という話があ

りましたけれども非常に今の話を聞いて安心しました。関係ないと言われたらどう

しようかなと思ったんですけど、最終的にこの成果物というか、そのへんはどうい

うふうなかたちで、いつ頃できるのか、ということも知りたいところなんですが。

そのへん何回もすいませんけど、県さんお願いできますか。  

◎桑原議長 

  新潟県さん、お願いをいたします。  

◎井内原子力安全対策課長補佐（新潟県）  

  ちょうどこの 10 の課題、それぞれで検討を進めておるんですけれども、10 の課題

全部網羅しての成果物というよりも、例えば今の段階ですと昨年 3 月に「広域避難

の行動指針」ということで全県のマッチングの結果など。これは逆に、先ほど柏崎

市さんからご説明いただきましたですけども、そういうところで成果といいますか、
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公表させていただいたりしておりますので。個別に、ということで例えば今作成中

だとすると今日の資料ですと第 5 班の「緊急時モニタリング」計画を作成中とか、

ですね、個別の課題の中で。 10 班まとまった課題の検討の成果物というよりもその

個別の中で随時公表させていただいているということでご理解いただければと思い

ます。 

◎桑原議長 

ありがとうございました。よろしいでしょうか。それでは高橋新一さん。 

◎高橋（新）委員 

  規制事務所さんにお伺いしたいんですが、資料 2 の中で「警戒事態が発生した地

域の緊急事態応急対策等拠点施設（オフサイトセンター）に、事故現地警戒本部を

設置します」というふうになっていますが、私は前々から思っていたんですが、三

和町のあのオフサイトセンターと原発の距離ですね、8ｋｍ位しかないと思うんです

が、ここにその対策本部とか警戒本部とかって造れるのかどうなのか、ここで仕事

ができるのかどうなのか。やはり UPZ 外とか、ぎりぎりとか、場所を移さなければ

ならないというふうな意識はあるのか、ないのか。ここで良いということなんでし

ょうか、そのへん。私はここじゃ、8ｋｍくらいじゃ絶対まずい。立ち入り禁止区域

になっちゃうと思うんですが、皆さんだけそこに残ってろってわけにもいかないで

しょうが、そのへん。そういう話は出て…（テープ不具合）  

◎平田柏崎刈羽原子力規制事務所長（原子力規制庁）  

  はい。今のご質問は発電所が事故を起こしてさらに放射能を放出する事態になっ

た時の前提のお話ということで答えさせていただければ。まあ、どのくらいその汚

染物が飛んでくるか、状態にも因るんですけど、今、第二オフサイトセンターとい

う設定は進めております。当然これはおっしゃるとおり、柏崎の発電所から今のオ

フサイトセンターっていうのは直線距離で 8ｋｍくらいなんですけれど、方向として

は北南含めて、もう少し離れた UPZ のあたり、県内のあたりに同じような機能を持

たせるオフサイトセンターの候補地というのを選定しております。ですから、福島

第一の時みたいに、今あるオフサイトセンターが潰れて、もう他どうしようもなく

なっちゃった。慌ててどっか造んなきゃいけない、っていうことではなくあらかじ

め選定しておこう、というのが今の考え方です。  

  それから、この資料 2 にある「警戒事態」とか「情報収集事態」というのは、別

に発電所の事故が起こったことではなくて、大きな地震があってもしかすると発電

所に影響があるかもしれない、という時に影響があってからみんな集まっても対応

が遅れてしまいますので、事前に集まってまずは情報を確認してその後の対応が必

要かどうかを判断しよう、という意味の「警戒事態」「情報収集事態」ですので。ち

ょっとここで書いてあるのはご質問の主旨とは意味合いの違うことで説明したあり

ます。以上です。  

◎桑原議長 

  ありがとうございました。はい。 

◎高橋（新）委員  

  ちょっとすみません。質問の仕方が悪くて。私は原発の事故が起きた時っていう
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思いで質問させていただきましたが、そういう時に備えて遠隔地に予定というか、

計画といいますか、あるっていうふうに言われたんですが、例えば今、福島の被災

地の役場が移転をしたっていう、ああいうイメージでいいんですか。どこかの庁舎

を借りるとか、そこに測定器を置いておくとか、そういうイメージなんでしょうか。  

◎平田柏崎刈羽原子力規制事務所長（原子力規制庁）  

  測定器というよりは事故の収束にあたっての機能をどこかに集約しなければいけ

ませんので。東京の本部は別にしまして、現地としてはですね、今内閣府の指示で

それを進めているんですけれども、1 か所は県庁さんのホールの中に予定しておりま

す。そしてもう 1 か所は上越市のところに 1 か所選定しております。最低限のイン

フラとかですね、まだ設備関係っていうのはこれからになると思いますけれども、

今のオフサイトセンターと同等の機能を果たせるような計画を持たせようとしてお

ります。 

◎桑原議長 

  よろしいでしょうか。他の方、それでは髙橋さんどうぞ。  

◎髙橋（優）委員  

  髙橋といいますが。先ほどの規制庁さんのほうの資料の中で「原子炉を自動停止

させる設定値が 80～260 ガル」というふうに記載してありますが、自動停止させる

設定値っていうのはこんなに幅があるものかな、と感じたんですがこの理由をおし

えてください。あの、あとで結構です。まだちょっとありますので。  

  併せて、この柏崎刈羽原発のこの原子炉を自動停止させる設定値はどれくらいな

のかもおしえていただければありがたいと思います。  

  いろいろ説明いただいたんですけども、今回のこの熊本地震で明らかになったの

は、確かにこの 2 つの大きな断層、布田川断層と日奈久断層というのは政府も非常

に重要視していた断層だというふうに聞いてますけれども、この政府が予測せずに

一様に過去の活動の痕跡を残していない断層が動いたのが、この益城町で震度 7、揺

れの強さでいえば 1580 ガルを観測して、大きな壊滅的な被害が生んだんだと思いま

すけども、過去には地表に痕跡を残していない隠れた断層が動くことがあっても、

皆さんテレビで見たように 2ｍの動いたものがあったということなんですが、この益

城町を襲ったこれはわずか 4ｋｍの断層だったというんですよね。これはだけど調査

では見落とされていてわからなかった、つまり痕跡はなかった、わからなかった断

層が動いたっていうことが今回の特徴の一つでもありました。  

  もう一つ私が懸念したのは、防災科学技術研究所のホームページの震源の分布図

を見ますと、震源が大分の東に広がっている傾向っていうのはほとんど見られない

んですけども、日奈久断層が沿って明らかに南西に広がっている、ということは要

注意なのかと思います。この最南端から 50ｋｍのところに川内原発があるわけです

よ。この先ほども規制庁の、ここにも「国民の不安の声を多く受けて」と書いてあ

りましたけれども、国民のこの不安の声というのの大きいのは、この 2 つの断層が

同時に動いた場合に地震動で川内原発が壊れるのではないかという、そういう懸念

があるんだと思います。先ほどこのところで、調査をしたということでマグニチュ

ード 8.1 の断層も一度に動いて 8.1 としられて評価しているんですけども、研究者
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の中にはやっぱり同じくて 8.1 で、ここには揺れの強さの評価はしてないん、規制

庁の中にはないんですが、その研究者の評価では 160～638 ガルとなっています。い

るようですけれども、川内原発の水平加速度は 620 ガルに設定されているというこ

とも規制庁のこの資料でわかるんですが、638 っていうことが確かにこれは距離減衰

式から導き出されたものだと思いますけども、もしそうであれば 620 をはるかに、

まあはるか、っていうか僅かに超えてますので大きな被害が出るんじゃないかな、

とは思います。 

  さらに、何回も何回も今回の特徴は、東日本大震災の余震の数よりもはるかに多

い数がされていて、原発の疲労評価というのが行われなきゃいけないだろうと思い

ますけれども、熊本地震のように繰り返し強い地震に見舞われることは想定されて

ないわけですから、耐震性が懸念されるのは当然だと思うんです。  

  原発の安全に直接責任を負わなければいけないのは判断に必要なデータと知識を

持っているはずの事業者だというのは確かだと思うんですけど。  

  だけど真っ先に九州電力がその根拠を示して安全性を評価して、その結果を公表

するというのは当たり前だと思うんですが、今はそうなっているんでしょうかね。  

  熊本地震のわずか 2 日後の 4 月 18 日、今出てましたけども原子力規制委員会の臨

時会議が開かれて安全宣言をしているわけですけれども、市民の多く、国民の多く

は近未来に送る可能性のある大災害を心配してるのに対して、規制委員会が防波堤

となって九電を擁護しているように見えて私はなりません。  

  九州電力は再稼働した川内原発を一旦停止して事態を見守るくらいの冷静な判断

を私は求めたいな、ということを強く思ってますけど。  

◎桑原議長 

  あの、今の髙橋さんの意見につきましては、九州電力のお話だと思うんですが、

それに関わって規制庁さんの考え方をちょっと、柏崎刈羽原発から見てどうなのか、

というようなこともお話できればと思います。  

◎平田柏崎刈羽原子力規制事務所長（原子力規制庁）  

  いくつかお答えできるものがありますので、まずお答えさせていただきます。  

  冒頭ご質問のありました川内原発の原子炉の停止させる設定値、 80～260 という、

何でこんなに幅があるんだ、という件ですが、地震の揺れというのは皆さんご存知

のとおり横にグラグラ揺れるだけじゃなくて縦にも揺れるんですよね。一般的な地

震というのは最初に縦揺れが来て、それから横揺れグラグラっと来るということで、

縦と揺れでは強さが違いますので、ここで言ってる 80 ガルというのは縦揺れの時の

地震の強さです。それから 260 ガルというのは横揺れの時の地震の強さで地震計が

それぞれこの強さを感知したら原子炉を停止させる、という設備になっています。  

  これが川内原発の数値の根拠です。  

  それから、じゃあ柏崎はどうなんだ、ということなんですけれども、今私の手元

にある資料ですと、柏崎の場合ですと原発を停止させる地震の強さ、縦揺れが 100

ガル、それから横揺れだと 185 ガルになってます。  

  東電さん、これって合ってますか。あ、じゃあ後ほど東電さんのほうから、この

設定に関しては説明していただきたいと思います。  
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  それから、布田川・日奈久断層の連動でもってどうなるのか、と。マグニチュー

ド 8.1 というふうに規制庁は評価しておりますが、尚且つですね、この 8.1 という

評価の連動した断層帯が動いた時の地震で、発電所に与える地震の強さとしては、

これも評価しておりまして 100 ガル程度になっております。これは資料の上から 6

行目くらいに書いてありますかね。「発電所に与えるこの地震の影響は 100 ガル程度

と評価している」ということでこれも評価しております。  

それから、余震も含めて何度も揺れるので疲労が心配だというお話もありました

けど、一般的な疲労評価そのものっていうのはもっと長い期間の評価になりまして、

今回の場合は余震で数日後とかってありますけど、これは疲労評価というよりは短

期の間に壊れるかどうかという評価になります。  

発電所の一般的な地震の評価というのは弾性評価といいまして、要はそのどんな

固いものであってもバネの要素というのは必ず持ってまして、そのバネの要素が完

全に壊れる時っていうのが塑性になるんですけども、バネの要素が維持されている

限りは弾性ということで、いくら揺れてもふわふわっと揺れてまた元に戻ると、そ

ういう評価になっておりますので短期的な余震の評価に対しては発電所の健全性は

維持されるというふうに考えております。以上です。  

◎桑原議長 

  ありがとうございました。それでは東京電力さん、数字的な補足をお願いできれ

ば。 

◎武田土木・建築担当（東京電力）  

  東京電力の武田です。先ほどの地震時の地震を検知して止める加速度について補

足でお話させて下さい。  

発電所の地下階に地震を感知してスクラムさせる、制御棒を入れる、スイッチを

入れるものが付いています。それの加速度は横揺れが 120 ガル、縦揺れが 100 ガル

です。先ほどお話あった 100 ガルというのは縦揺れの 100 ガルです。またそれだけ

ではなくて、建物の原子炉建屋の中間階にも感知器を設置していまして、そこでの

揺れは 185 ガル。先ほどお話の 185 ガルというのは中間階の水平の横揺れの値にな

ります。以上です。  

◎桑原議長 

  ありがとうございました。それでは他の方。それじゃあ、髙桑さん。  

◎髙桑委員 

  髙桑です。規制庁規制委員会にちょっとお聞きしたいと思います。  

私は今回の熊本の地震を見ておりまして、2 つの種類の心配をしました。一つは強

い地震が繰り返される時の耐震はどうなっているのか、ということです。それは今

ほどお話がありましたので。それに関連しまして私がいつも気になっておりますの

は、この柏崎刈羽原発は中越沖地震でかなりのダメージを受けました。建屋のヒビ

割れもたくさんありまして、一応それは補修されているとはいいますが、そこはど

うなんだろうとか、中越沖地震後に再稼働するにあたっては、技術委員会でいろん

なことが検討されましたが、その時の「健全性評価」という中に非常に厳しい、危

なっかしいところがいくつかあったように覚えております。そういうような、一度
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大きな地震を受けたものがどのように扱われて、この新しく規制基準、適合性の審

査など、どのように扱われているのか、ということについてお聞きしたい、という

ことが一つ。 

もう一つ考えたのは、避難の問題です。UPZ は屋内退避ということですが、今回の

地震の様子を見ていますと、「家の中にいられない」という状況がありました。私た

ちも地震の大きな、中越沖地震や何かの時には家の中にはいられなくて外にいたわ

けですが、そういう大きな地震の時の屋内退避について、あくまでも屋内退避とい

うことになっておりますが、この防災指針の見直しっていうのは、規制庁としては

考えないのでしょうか、と。道の問題とかいろんな問題が今回具体的に、川内のす

ぐ近辺ではありませんが、近くの県でいろんなところが道路の問題、あるいは橋の

問題、それから家の中にいられない問題と、いろいろ出て来ていると思うんですが、

それらに対して国が出した防災指針というのはきちんと対応しきれていない、とい

うふうにしか見えません。なので、規制委員会としては防災指針の見直しというこ

とについて検討するようなことがあるのか、どうか。それをちょっとお聞きしたい

と思います。 

◎桑原議長 

  ただ今の質問は規制庁さんということでよろしいですね。それじゃあ、お願いを

いたします。 

◎平田柏崎刈羽原子力規制事務所長（原子力規制庁）  

  まず、耐震性の評価ですが、中越沖地震の後に現場点検を行いまして、必要なと

ころの補修は行われているという前提のもとに、新しい新規制基準で、当然基準地

震動等も変わりましたので、それで地震に対して耐震性を有しているかという評価

を今しております。  

  ただ、耐震に関してはその評価の仕方を含めてですね、まだ東電さんと規制庁と

の間でヒアリングが続いておりますので。今後どうなるか、というのはちょっと今

私の口からは、正確なことは申し上げられませんが、現在は評価中ということでご

ざいます。 

  それから、防災指針の見直しですか、ちょっとこのあたりは私もよくわからない

んですが、当然熊本地震の例を基に見直す、ということはあるとは思いますが、例

えばどういうスケジュールで、どの部分を見直す、ということについては、現地の

事務所としては全く聞いておりませんので、すみません。ちょっと今お答えはでき

ない状況です。 

◎髙桑委員 

  関連しまして、今ほど中越沖地震の後、現場点検とかいろいろやってあるという

ことですが、例えばケーブルの問題なんかは、あの時点検していれば、ちゃんと下

を見れば、その時に間違ってたことがわかってるわけですが、それは点検してなか

ったと。そういうように、点検したとおっしゃっていても、点検してないところが

いくつかあるんじゃないかと。  

それから、点検したくてもできないほど線量が高いところもあるわけで、そうい

うところがやっぱりすごく心配なわけですよね。だから、今回新しく評価する時に、
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もう中越沖地震で 1 回評価が終わっているからというようなかたちで、真っ白なか

たちでやるんではなくて、そのへんのところの、この原発の履歴といいますかね、

そのへんのところをもう 1 回ひも解いていただいて、どういうところで健全性評価

のきびしめのものが、機器があったのか、そういうことも含めてすごく細かい点検、

細かい審査をしていただきたい、というのが要望です。  

それから、避難計画のほうも今はっきりしないということですが、元々原子力規

制委員会の目的というところを見ますと、「国際的な基準を踏まえて原子力利用にお

ける安全の確保を図るため」というふうなことが書いてあります。国際的な基準の

中には、いわゆるよく言われている第 5 層という、いろんなことがあったとしても

人を守るということをしなければいけない、というそういう第 5 層というところが

あるわけで、そこを考えてみれば、もうするかどうかわからない、ということはな

くて、もう少し避難について規制委員会としてね、もうちょっときちんと対応して、

出来得れば避難計画の審査も規制委員会できちんとやれるというほどのものに、な

ってほしいと。これも要望です。  

◎桑原議長 

  では、ご意見、要望ということでよろしいでしょうか。それでは熊本地震に関し

てということで、他にご質問、ご意見ございませんか。それじゃあ、石川さんどう

ぞ。 

◎石川委員 

石川です。先ほども県の今日の避難計画についての質問がありましたけれども、

柏崎市は立地ということでかなりいろいろな面で具体的に避難計画を立てていると

思いますが、県の検討ワーキングチーム、というのがまだ検討状況なのかな、とい

うのがちょっと。もう少しテンポを速めて具体的なことを決めていただいていた方

がいいんじゃないかな、と思いました。  

併せて、昨年来の安定ヨウ素剤の事前配布に対する検討会というのを、私は薬剤

師のほうの立場で出させてもらったんですけれども、UPZ 圏内の市町村にすごく温度

差があるな、要するに担当者ですね。すごく、かなり危機管理ということをひしと

取り組んでいるところもあれば、ほんとに絵空事のような発言をなさる行政の方も

いらしてとても違和感があったんですけど、そこらへんを県がきちんと指導をして、

例えば柏崎市の、具体的にこの前読んでいた、「米山台のほうの人を神林村に避難す

る」という計画になってましたけれども、そこの受け入れるところの人たちがそれ

を知っているんだろうか、とか、どのルートを通るんだ、とか。たまたま中越沖も

中越も夏でしたけれども、もしかすると雪深い時にそういう地震が起きることだっ

てありえますよね。そういう時に、今年 1 月だったですかね、すごい大雪の時に、

長岡から柏崎に 4 時間もかかった、4、5 時間かかった、なんていう時もありました

のでそういう時も、ちょろっとここに「豪雪の時の避難方法」なんて書いてありま

したけれども、そういう時に、あんな一日にして全く交通がマヒしてしまうことも

あり得るのでもう少し県のほうでいろんな市町村と個別に進めてるのかも知れませ

んけど、きっと柏崎が指導的な立場なんじゃないかなと思ったんですけど、そこら

へん具体的により早く進めていただけないかなと思いました。すいません、感想。  
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◎桑原議長 

  あの、ご意見ということでよろしいでしょうか。はい、それでは他の方。それで

は池野さんですかね。  

◎池野委員 

  はい。今回の熊本地震の時に、私たちも母親仲間とニュースを見てすごい心配を

していたんですけど、あれだけ熊本城の瓦が落ちたりとかすごい映像を見て、この

近くにある川内原発は動いていて、私の知り合いとかもとりあえず止まっていれば

ちょっと安心、というか。あれだけ大きい震度 7 とかあっても止まらないんだな、

と思うところがあって、九州の知り合いとかも、九電さんに電話して「とりあえず

止めてほしい」みたいな活動をしている友人とかも何人もいたんですけれども、同

じことが柏崎刈羽であった時に、先ほどの説明では、ガル、私もちょっとガルとか

マグニチュードとかの勉強とかしてないのでちょっとよくわからないんですけど、

大きな地震があれだけ震度 7 とかあってもガルが小さければ止めないということな

のか、それとも本当に一市民としては、例えば避難になった時に、とりあえず止ま

っている時の避難と、動いたままでの避難とではすごく何かあった時に差があるか

なと思うので、停止して様子を見るとか、そういう考えはあるのかな、ってちょっ

と東京電力さんにお聞きしたいのと、柏崎市のほうから今回も結構いろんなところ

に、市だったり、県だったり、そこの九州に住んでない知り合いもいっぱい電話し

たり、すごく不安だったんですけれども、市民からの「止めてほしい」、みたいな電

話がいっぱいあった時に、柏崎市としては、止めて様子をみませんか、というよう

な要請をしたりとか、そういう対応が取れるのかどうかお聞きしたいです。  

◎桑原議長 

  それは東京電力さんへの質問ということでよろしいですか。それでは最初に東京

電力さんお願いします。  

◎横村所長（東京電力）  

  はい、発電所長の横村でございます。地震も例えばこの前の中越沖地震のように

非常に近いところで揺れる場合、震度 7 程の強い揺れが出ておりますと、まず確実

に自動スクラム信号が働きます。したがって原子炉の保護装置のほうが先に働いて、

我々が判断する間もなく原子炉は停止しているという状況になります。  

一方、非常に遠いところで大きな地震があって揺さぶられると、今度は地震とい

うよりも、電気を起こしておりますタービンとか、他の部分に影響が出る場合がご

ざいます。こういったものについては、その時々で原子炉の安全は保たれているけ

ども発電としての能力を維持した方がいいのかどうかは、これは現場の判断、ある

いはそういった判断に基づいた私の判断、ということで運転を継続するか、しない

か、ということを決めて、直ちに規制庁を始め関係自治体の皆様にご連絡するもの

と考えております。  

◎桑原議長 

  ありがとうございました。それでは引き続きまして、柏崎市さんの考え方を述べ

ていただけますか。  

◎関矢防災・原子力課長代理（柏崎市）  
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  はい。柏崎市、関矢です。九州のケースと柏崎刈羽のケースは若干、そもそも論

が違うことがあると思います。川内原発は九州電力なんで供給エリアは九州です。

柏崎刈羽は、発電所で発電した電気は首都圏に、要は送電されているので。中越沖

地震の時には確か動いていたものは全台止まったというふうに覚えております。  

  今ほども所長さんが言われたように、立地地点でかなりの地震が起きれば、たぶ

ん 5 弱、とか 5 強にいけば当然自動停止にいくと思います。そういうことからする

と、遠方で起きたもので余波が大きければたぶん止まるでしょうけれども、日本国

内で東日本が起きた時に要は、当時の菅総理大臣が同様に、プレートのところで地

震が起きたら大変だというので浜岡に停止の要請をして中部電力さんは止めたはず

です。 

  だから今それを県、市、村に置き換えると何をもって、安全協定だとかなりのも

のがないと住民の皆さんの不安とかいうところで、安全協定に基づく何か要請がで

きるのかどうか、というのはちょっと明確に判断はできないんですけれども、まあ

そういう意味で、遠方での地震というところはちょっと、まあこれから考えていく

必要があるのかな、とは思うんですけれども。  

やはりどの程度周辺に影響が出ているとか、いうところで、それで九州電力にす

ると地震で当然送電ができないエリアもあるでしょうし、熊本とかどのへんにどう

いう発電所が原子力以外の発電所があるのか、ちょっと明確には言えませんけど、

まあ、わかりませんけども。だから他のところにも供給はしなきゃいけない義務が

あるので、熊本に火力発電所があればそれを動かせないとなれば、熊本市内は、県

内は電気の供給はストップしてるかも知れませんけども、北九州だとか、鹿児島県

はもとより電気は供給しなきゃいけないので、その発電設備の容量も考えると川内

原発を止めると、例えば逆に鹿児島県内が停電になってしまうとか、いうところも

よく見極めないといけないのかな、という気はしてます。  

◎桑原議長 

  ありがとうございました。今の内容につきましては非常に難しい話だと思います

し、関矢課長代理がお話されたような検討事項ではあるけれども、心情的なもので

云々というような中身じゃないんじゃないかなと感じます。  

他におられますか。中川さん、中川さんの次にじゃあ。  

◎中川委員 

  中川です。市の方にお聞きしたいんですけども。屋内退避ということで今コミュ

ニティとか学校ですか、整備されていると思うんですけども、今どこまで、という

か今年何校か、何コミュニティか、やる予定はありますか。お願いします。  

◎関矢防災・原子力課長代理（柏崎市）  

  放射線防護の対策の施設を言われていると思います。今柏崎のほうでは、コミュ

ニティセンター、高浜は実施したんですけれども、それ以外のコミュニティーセン

ターについては、耐震補強の工事が順繰りに行われている途中でもあることから、

今すぐどこのコミセンに手を上げるということはちょっと予定はありません。当初 5

ｋｍの PAZ のエリアという制限があったんですけど、今、国のほうの設置の基準が

10ｋｍになり、福祉施設、医療機関、それと孤立する集落等も含めることとなった。



 30 

今だと出雲崎さんも孤立箇所があるということで施設をやるというふうに聞いてる

んですけども、柏崎では今、主に病院。例えば医療センターさんですとか、国療さ

んがその設備の工事に入っているということで、福祉施設、医療機関のほうを先行

していただいている。お金が今後出ませんという状況になるかもしれないことも考

えると、今そちらの方から優先的に手を挙げてもらい、工事を進めていただいてい

るのが現状です。  

◎桑原議長 

  ありがとうございました。それでは引き続きまして三宮委員さん、お願いします。  

◎三宮委員 

  三宮です。3 点ほど。まず意見というか、要望なんですが。  

先ほど髙橋副会長が言ってた内容と同じになるんですが、今回、川内原発全く問

題なく、そのとおり、通常通り運転、と実際問題なかったわけですから。そのへん

の公表というか、報道にもなるんですけれども、再度ご検討いただいて安心安全だ

ということを、もうちょっと分かりやすく国民の皆さんに公表していただけばいい

のかな、と思います。  

2 点目が、これはどうにもならない要望かもしれませんが、先ほど今回の地震に関

しても、東電さん、規制庁さん、県、市、村と、「ガル」。震度の数値とガルの数値

が皆さんバラバラで、3 だといくつ、4 だとこういう対応、というふうなお話を伺っ

たんですが、そのへんをこれまあ避難計画も含めてですけれども、統一していただ

ければですね、地元の住民の皆さんはもっとわかりやすく判断、理解ができるんじ

ゃないかな、と思いますのでできれば統一、話し合いをお願いしたいと思います。 

3 つ目、これ質問なんですが、先ほど柏崎市さんも刈羽村さんもですね、ガイドブ

ック、全戸に配布されたと伺いました。柏崎市、刈羽村にある企業とかですね、ま

あ柏崎市さんが小中学校へは配布で説明というふうに伺ったんですが、この柏崎市、

刈羽にある企業、会社ですね、あと特老関係施設、そういったところへは配布され

たのかどうかをお伺いしたいと思います。  

◎桑原議長 

  それでは、柏崎市さんにお聞きするということでよろしいですか。市と村さんで

すね。それでは、柏崎市、刈羽村さんという順番でお願いをいたします。  

◎関矢防災・原子力課長代理（柏崎市）  

  柏崎市ですが、ガイドブックにつきましては市内の企業さんに対しては実は配布

しておりません。ただ、社会福祉施設等については、お配りしております。そのよ

うなことで、ただあの企業さんにつきましては広域避難計画を策定、まあ今も課題

解決している中で、モデルケースをつくるために、市内のある企業さんと企業側の、

企業の業務、まあ維持を、災害時どうするか、というようなちょっと相談をさせて

いただきながら、取り組んでいるのが実情なんですけども、これから企業の皆さん、

こういうふうにお願いしますというのは、ちょっとこれからということになります。 

◎桑原議長 

  ありがとうございました。よろしいでしょうか。それではですね、刈羽村さんで

すね。すいません。  
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◎野口主事（刈羽村）  

  すいません。刈羽村においては確認させて、後日回答させていただきたいと思い

ます。以上です。  

◎桑原議長 

  よろしいでしょうか。それでは、中村さん、どうぞ。  

◎中村委員 

  中村です。ご提案させていただきたいと思うんですけど。どなたか、っていうの

は県でも、国でも、安倍総理でも誰でもいいんですけども。  

  先ほど柏崎市さんが避難計画を説明していただいて、市町村がバラバラにならな

いように情報の共有をしよう、と。それって聞こえはいいんですけど足並みそろえ

てみんなで問題解決していこうっていう、それってなんか時間がすごくかかってし

かたないな、って私は感じました。それで、話変わるんですけど、企業が新商品を

開発します、全国発売します、っていう時って、どこかのひとつの県でまず試して

みて、それで売れるか、売れないか、とか、そういう情報を仕入れてそこから全国

で発売したりもするんですけども、そういうことをやってみたらいいんじゃないか、

と。というのは一つの市で国が主導になって、モデルをつくる。ちゃんとしたモデ

ルをつくってそこから各市町村が色づけして、そうすればやっていくというのが予

算も読めるし、時間とか効率とかもいいんじゃないかと、私はそういうふうに感じ

ました。以上です。  

◎桑原議長 

  はい、ありがとうございました。ご意見ということでよろしいでしょうか。  

それではですね、あと残り時間もわずかになりましたので、今日ご発言のない方。

あ、そうですか。それでは東京電力さん、お願いをいたします。  

◎佐藤リスクコミュニケーター（東京電力）  

  東京電力の佐藤と申します。先ほどご説明させていただきました資料で、「地震の

揺れに応じた設備の点検を実施」という部分が、ひし形の震度 3 以上の観測の下か

ら出ております。こちらは間違いで、実際は地震が発生したと同時に、その「揺れ

に応じた点検を実施してまいります」ということで位置がひし形の上から出るよう

なかたちになりますので、後ほど事務局と相談させていただいて、資料を差し替え

させていただきたいと思います。申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。  

 

◎桑原議長 

  ありがとうございました。後ほど資料の差し替えということでお願いをしたいと

思います。それでは残り時間わずかになりましたので、今日の皆さんのご意見の感

想等でも何でも結構ですので、今日まだご発言のいただいてない方、1 分くらいとい

うことでちょっと短いですが、石田委員さんからちょっとコメントをお願いします。 

◎石田委員 

  はい、石田でございます。1 分というと難しいんですが。今、私、熊本地震で、ま

ずやはり報道があった時に報道なんですけれど、原発には異状ないとテロップが出

て安心した一人でございますが、この地震に対する避難ですね、これまた熊本は今
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まで私たちが経験したことのないような余震に見舞われですね、大変今も避難され

ておるわけですけれども、こういった事を参考に新潟県、あるいは柏崎市さん、刈

羽村さんのそういったものを、他県の者も考慮しながら今後そういったこともあり

得るんだと、いうようなことを、私たちの経験したことのないことを経験していら

っしゃるんで、今の原発に対することでないんで申し訳ないんですが、住民として

はその避難計画にですね、こういう場合はこうするんだよ、というのを具体的にま

たおしえていただければ私たち住民は日々安心してられんのかな、なんか思ってお

りますので、そのへん参考にしていただけるのかどうなのか、そのへんをちょっと

今の熊本地震に対するものを精査するって言っちゃおかしいですが、情報を得てで

すね、もしこういったことは、また余震に見舞われたような時には我々も安心して

いられるようなご指導いただけるのかどうか、ちょっとお聞きしたいんですが。簡

単で結構です。1 分過ぎて申し訳ありません。  

◎桑原議長 

  それでは、どなたからお答えいただければよろしいでしょう。  

◎石田委員 

  市のほうでお願いします。  

◎桑原議長 

  市のほうですね。それでは柏崎市さんお願いをいたします。  

◎関矢防災・原子力課長代理（柏崎市）  

  はい。柏崎市です。今ほどの熊本の地震、被害の状況等もそれを柏崎刈羽に置き

換えて考えたら、ということで。私は別の会の場でも、この前一部報道にもなって

たんですけども、やはり複合災害を考えた時に屋内退避だとか、避難をやはり、状

況を想定して考えたものをやっぱり用意しなきゃいけないと考えております。熊本

のその余震が多い中、それを我々中越沖でも結構余震がありましたし、家屋の被害

もあって、そういう中で万が一原子力災害が起きた、先ほどどなたか委員さんもお

っしゃられたように、髙桑委員さんもおっしゃられてましたけども、やっぱり避難

できるのか、とか屋内退避できるのか、というところがありますので、そのへんは

当然考えて何かしらをまとめて、また住民の皆さんにご提示するということを考え

ております。 

  それとちょっと別件なんですけど、先ほど石坂委員さんの回答の中で、広域避難

ワーキングで柏崎は 3 班と 6 班と私言ったんですけど、3 班と 7 班に属しているとい

うことでちょっと訂正をさせていただきたいと思います。  

◎桑原議長   

ありがとうございました。それでは、須田委員さん、お願いします。  

◎須田（年）委員  

  須田でございます。よろしくお願いいたします。  

  私は先回、できれば資料は事前配布をしていただくと、まあ少しは勉強してこれ

るかな、というのが感想でございますし。  

  それで先回の時に、モニタリングの勉強会があったと思うんですが、それで私も

地域の会の委員をさしていただいているんで、市役所のロビーに数値があるんです
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が、少しそこにいる時間、長くいることが必要なことがあって、私の知っている人

に「あれ見てわかりますか」とか「どうだかね」というふうに聞いたら、誰も何も

わからないという状況だったんですけど。「今は異常はありません」とかそういう文

字発信をしてあるとか、そうでない限りはいくら高度の技術をもって配信していて

も、何となくわからない。わからないのは無いのと一緒だというふうに私は思うん

ですが、ずっと見てると一本の線になるんですけど、それがどういう状況を示して

いるのか、まあ異常がないことはわかるんですが、ですけれども自分の納得のいく

かたちの異常なしじゃないので、もう少し文字発信をしていただくと、あれも価値

あるものになるのかな、というふうに市民レベルとして思いました。以上感想です。 

◎桑原議長 

  それはご意見、ご要望ということでよろしいでしょうか。  

それでは定刻になりましたので議事のほうはこれで終了させていただきたいと思い

ますが。実はあの、前回の定例会でですね、東京電力の横村所長からご自身のご退

職に関するご挨拶をいただいておりますが、横村所長におかれましては 6 年間とい

う長い地域の会とのお付き合いでございました。本日が最後になりますので、ご挨

拶をお願いをできればと思います。  

◎横村所長（東京電力）  

  ありがとうございます。ただ今ご紹介いただきました、発電所長の横村でござい

ます。 

平成 22 年の 7 月の第 85 回の定例会だったと思いますが、ここからおよそ約 70 回、

この会に参加させていただきました。本当に長きにわたり、皆様方の貴重な考え方・

ご意見等を聞かせていただいたこと、感謝の念に堪えません。今後も原子力関係の

仕事をさせていただくことになります。青森県の六ヶ所村にて勤務をいたしまして

発電所のフロントエンド、バックエンドの仕事をさせていただくことになりました。

これまでの皆さま方の貴重な意見を心に刻みながらまた今後も精一杯努力して参る

所存でございますので、引き続きよろしくお願い申し上げます。重ね重ね本当にあ

りがとうございました。  

◎桑原議長 

  長い間、ありがとうございました。  

それではですね、本日の次第全て終了いたしましたので、事務局のほうから連絡

事項をお願いしたいと思います。  

◎事務局 

  事務局のほうから 1 点だけ連絡をさせていただきます。次回、第 157 回の定例会

でございますが、7 月 6 日水曜日、6 時半から当センターでございますのでよろしく

お願いいたします。 

  時間もありましたので以上を持ちまして、地域の会第 156 回定例会これで終了と

させていただきます。皆様お疲れ様でした。ありがとうございました。  

 


